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　共同募金は、事前に地域内の資金ニーズを勘案し、使い
道の計画を立ててから募金を行う『計画募金』です。地域
で寄せられた募金の約８割はその地域で活用され、残りの
約２割は道内全域での福祉に活用されています。

　訓子府町で集められた募金は一度、北海道共同募金会に
送金され、翌年度に募金実績の約８割が訓子府町に助成さ
れます。

赤い羽根共同募金運動 歳末たすけあい募金
【運動期間：10月１日～12月31日】 【運動期間：12月１日～12月31日】

　10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」

が始まりました。皆様のあたたかい気持ちに支えられ、

町内における高齢者や障がい者(児)への身近な福祉活

動だけでなく、その他の地域福祉活動や自然災害によ

る被災地、被災者支援等、全国規模の支援にも役立て

られています。

　今年度につきましても、本運動の趣旨にご理解いた

だき、皆様のご協力をお願いいたします。

　歳末たすけあい募金では、町内で集められた募金の

全てが訓子府町のために使われます。

　ご協力いただいた募金は、主に町内の『単身高齢者』

及び『ひとり親世帯』を対象に歳末まごころプレゼント

として、民生委員児童委員をとおして贈呈されます。

　各町内会、実践会を通し募金の協力をさせていただ

きますので、今年度につきましても、皆様のご協力をお

願いいたします。

≪訓子府町での使われ方≫

≪目標額を立てる計画募金≫





　８月５日町老連主催の『第47回 高齢者スポーツ大

会』が町スポーツセンターで開催されました。町内1６

クラブから135名の会員が参加され、「ボール送り」

や「うまく入るかな」など、６つの競技を行いました。

競技をとおし他クラブの会員等とも交流が行われ、和

やかな雰囲気の中、楽しまれていました。

 町老人クラブ連合会『第47回高齢者スポーツ大会』

　サロン活動助成金は高齢者や子育て世帯を中心に行う茶話会や健康体操などの自主的な集まり（サロン活動）

への活動費を助成しているもので、町内での身近な集まりを対象にしています。現在活動中のサロンやこれから

やってみたいと言うかたのご相談もお受けしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

サロン活動助成金の活用が増えています！

❒対　象　　①概ね65歳以上の高齢者が５人以上参加するサロン

②障がい者が５人以上が参加する参加するサロン

③概ね小学生以下の子育て世帯が５世帯以上参加するサロン　など

　上記①～③を満たし、年間６回以上開催するもの

❒助成額　　20,000円以内

※対象外　　①営利を目的とする場合

②趣味活動のみを行うサークル　など



■令和７年度 北海道社会福祉協議会会長顕彰

　〔社会福祉施設職員功労者表彰〕

　社会福祉施設職員として多年にわたり介護業務や施設

運営等に大きく貢献された功績が認められ授賞されました。

 ＊社会福祉法人 訓子府福祉会

　・原　田　由　紀 氏　　・加　藤　啓　太 氏

　・湯　峯　祐　太 氏　　・加　藤　常　悦 氏　

■令和７年度老人クラブ功労者顕彰

　単位老人クラブの役員として多年にわたり会の発展

に尽力された功績が認められ授賞されました。

　・太　田　日出男 氏（弥生老人クラブ万年青会）

　・鳥　山　ノ　ブ 氏（福寿会）

　・黒　川　　　清 氏（協成老人クラブ）

　この度、被災されました皆様に、心よりお見舞い

申し上げます。

　訓子府町社会福祉協議会では被災された方々への

お見舞いのため、義援金の受付を行っております。

お預かりしました義援金は、その全額を北海道共同

募金会をとおして被災地県が設置する義援金配分委

員会に送られ被災者に配分される予定です。皆様の

温かいご支援とご協力をお願いします。

　
■義援金名

❒令和７年８月大雨災害義援金

　（受付期間：令和７年10月31日まで）

❒令和７年台風第８号に伴う災害義援金

　（受付期間：令和７年12月26日まで）

❒トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金

　（受付期間：令和７年12月26日まで）

❒令和６年能登豪雨災害義援金

　（受付期間：令和７年12月26日まで）

❒令和６年能登半島地震災害義援金

　（受付期間：令和７年12月26日まで）

　
■受付窓口

❒訓子府町社会福祉協議会

▽香典返しにかえて

・山 岸 和 子 様(旭　町)

・黒 川 繁 雄 様(清　住)

・永 井　  保 様(北見市)

・木 村 純 一 様(札幌市)

・山 本 喜 子 様(末広町)

　

・島 貫 淳 一 様(末広町)

・仁 木　 聡 様(穂　波)

・米山美恵子 様(西幸町)

・長 田 貴 紀 様(仲　町)

　あたたかいご寄付をお寄せいただき、厚くお礼申

し上げます。皆様のご厚意に感謝し、地域の福祉活

動に活用させていただきます。

　　（令和７年７月11日～令和７年９月10日）

あたたかいご寄付をありがとうございます

災害義援金を募集しています　

　成年後見制度とは認知症や知的障がい・精神障がい
などで福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難
な方の権利や財産を保護し、支えるための制度です。
　成年後見制度には判断能力が不十分になってから利
用する「法定後見制度」と、元気なうちにあらかじめ
任意後見人や将来の支援内容を自分で決めておく「任
意後見制度」があります。ご本人に代わって生活に必
要な契約や手続き、財産管理などを行うのが後見人で
す。この成年後見制度利用に係る相談窓口を本会に設
置していますので、制度や申立てに関する手続きなど、
お気軽にご相談下さい。

成年後見制度に関する一時相談窓口

　訓子府町における介護保険サービスに係る雇用確保
及び介護保険サービスの安定供給を図るため、北海道
介護職員初任者研修実施要綱に規定する「介護職員初
任者研修過程」を受講する方へ、費用の一部を助成い
たします。
■対象者
　町内に住所を有する者で、町内の介護保険事業所に
　就業している者又は就業を希望する者
■対象研修　　介護職員初任者研修
■対象経費　　初任者研修における受講料
■限度額　　　25,000円
※募集人員に達した場合は早期に受付を終了すること
　があります。詳細についてはお問合せ下さい。

介護職員初任者研修費助成

受賞おめでとうございます

『生活資金』・『医療資金』を貸付いたします

　「社協のあずかりサービス」は本人または親族によ
る適切な金銭管理ができない状態となった場合に、必
要な医療、福祉、生活サービスを継続し安定した生活
が営めるよう、本会が本人または親族に代わって金銭
管理を行う事業です。対象は町内に在住する病院や施
設にて一時的に入院、入所されている方や日常生活自
立支援事業、成年後見制度など適切な金銭管理を行う
ための準備中である方です。金銭管理にお困りの方、
不安のある方は社協までご相談下さい。
■利用料 
　支　援：1,200円/１時間(１時間以降 600円/30分)
　交通費：  300円/１回

社協のあずかりサービス

　経済的な理由で一時的に資金を必要とする方、負傷

又は疾病の療養に必要な経費及びその期間中に生計を

維持するために必要な「生活資金」・「医療資金」を

貸付けします。

■貸付限度額：５０,０００円

■「生活資金」の貸し付けにつきましては、連帯保証

　人が必要となります。

■医療資金の貸し付け要件

・医療費の支払いが貸付け金額の概ね５割以上となる

　こと

・医療機関が発行する領収書等を２か月以内に提示す

　ること（連帯保証人不要）

〔５〕



〔６〕

　社会福祉協議会では、介護保険制度に伴う『訪問介護事業所』を運営しています。ご自宅にホーム

ヘルパーが訪問し、様々な援助を行います。当事業所では介護の資質向上を目指し、定期的に研修を

受けている介護福祉士等の有資格者を配置しています。サービスを受けられる方は介護保険制度によ

る介護認定を受けている『要介護者』及び『要支援者』です。介護認定を受けられていない方は町福

祉保健課（地域包括支援センター）にご相談下さい。

●利用可能な日時

　月曜日から金曜日までの午前８時から午後６時まで。ただし、12月30日から１月４日までは休業。

　※ご希望がある場合は随時ご相談下さい。

●障害者福祉制度によるホームヘルパーの訪問援助も行っておりますので、ご相談下さい。

●料金やサービス内容、詳細につきましてはお問合せ下さい。

●介護保険制度以外の独自の訪問介護サービスを実施しています。詳細はお問い合わせ下さい。

　生活支援サポーターの活動についてはボランティアポイント制度を活用しています。

３０分の活動につき１ポイントが付与され、１０ポイントでメロンスタンプ券と交換

が可能です！地域活性化にもつながりますので、是非ご参加下さい！


